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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 【 請 求 項 １ 】 　 撮 像 素 子 と 、
　 被 写 体 か ら の 光 を 前 記 撮 像 素 子 に 導 く 光 路 と 、
　 光 が 透 過 さ れ る フ ィ ル タ と 、
　 前 記 フ ィ ル タ を 有 効 位 置 と 無 効 位 置 と に 移 動 さ せ る フ ィ ル タ 切 換 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 有 効 位 置 は 、 前 記 フ ィ ル タ が 前 記 光 路 上 に 臨 み 光 が フ ィ ル タ を 透 過 す る 位 置 で あ り
、
　 前 記 無 効 位 置 は 、 前 記 フ ィ ル タ が 前 記 光 路 上 か ら 退 避 す る 位 置 で あ る よ う に 構 成 さ れ た
撮 像 装 置 に お い て 、
　 前 記 フ ィ ル タ が 前 記 有 効 位 置 と 無 効 位 置 以 外 の 位 置 に あ る と き に フ ィ ル タ の 位 置 の 異 常
を 示 す 警 告 を 発 す る 警 告 手 段 を 設 け た 、
　 こ と を 特 徴 と す る 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 フ ィ ル タ は 光 が 透 過 さ れ る フ ィ ル タ 本 体 と 、 こ の フ ィ ル タ 本 体 を 支
持 す る フ ィ ル タ 支 持 部 と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 光 路 上 を 導 か れ る 光 は 、 前 記 フ ィ ル タ が 前 記
有 効 位 置 に 位 置 し て い る 状 態 で は 前 記 フ ィ ル タ 支 持 部 に 妨 げ ら れ な い で 前 記 フ ィ ル タ 本 体
の 部 分 を 透 過 し 、 前 記 フ ィ ル タ が 前 記 無 効 位 置 に 位 置 し て い る 状 態 で は 前 記 フ ィ ル タ 本 体
お よ び 前 記 フ ィ ル タ 支 持 部 に 妨 げ ら れ な い よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ３ 】 　 所 定 の 情 報 を 表 示 す る 表 示 パ ネ ル が 設 け ら れ 、 前 記 警 告 手 段 に よ る 前 記
フ ィ ル タ 位 置 の 異 常 を 示 す 警 告 は 前 記 表 示 パ ネ ル の 表 示 に よ っ て 行 な わ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 警 告 手 段 は 前 記 フ ィ ル タ が 前 記 有 効 位 置 と 無 効 位 置 以 外 の 位 置 に 移
動 さ れ て か ら 所 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 を 有 し 、 前 記 警 告 手 段 に よ る
前 記 フ ィ ル タ 位 置 の 異 常 を 示 す 警 告 は 前 記 判 定 手 段 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 行 な わ れ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置 。



　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 フ ィ ル タ は 入 射 光 の 波 長 成 分 を 変 え る こ と な く 前 記 撮 像 素 子 に 到 達
す る 透 過 光 量 を 減 少 さ せ る よ う に 構 成 さ れ た Ｎ Ｄ フ ィ ル タ ー で 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 撮 像 素 子 は Ｃ Ｃ Ｄ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置
。
　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 フ ィ ル タ の 位 置 を 前 記 有 効 位 置 お よ び 無 効 位 置 に 対 応 し て 位 置 決 め
す る ク リ ッ ク 機 構 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 １ 以 上 の フ ィ ル タ は 互 い に 別 体 に 構 成 さ れ た 第 １ フ ィ ル タ と 第 ２ フ
ィ ル タ の ２ つ の フ ィ ル タ で あ り 、 前 記 警 告 手 段 は 、 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 検 知 器 を 有 し 、 前 記
第 １ 検 知 器 は 前 記 第 １ フ ィ ル タ が 前 記 有 効 位 置 に あ る と き に の み 検 知 状 態 と な る よ う に 構
成 さ れ 、 前 記 第 ２ 検 知 器 は 前 記 第 １ フ ィ ル タ が 前 記 無 効 位 置 に あ る と き に の み 検 知 状 態 と
な る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記 第 ３ 検 知 器 は 前 記 第 ２ フ ィ ル タ が 前 記 無 効 位 置 に あ る と き に の
み 検 知 状 態 と な る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記 警 告 手 段 に よ る 前 記 第 １ 、 第 ２ フ ィ ル タ の 位 置 の
異 常 を 示 す 警 告 は 、 前 記 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 検 知 器 の 何 れ も が 非 検 知 状 態 と な っ た こ と に 基
づ い て 発 せ ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 警 告 手 段 は 前 記 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 検 知 器 の 何 れ も が 非 検 知 状 態 と な
っ て か ら 所 定 時 間 が 経 過 し た か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 を 有 し 、 前 記 警 告 手 段 に よ る 前 記
フ ィ ル タ 位 置 の 異 常 を 示 す 警 告 は 前 記 判 定 手 段 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 行 な わ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 フ ィ ル タ 切 換 手 段 に よ る 前 記 第 １ 、 第 ２ フ ィ ル タ の 移 動 は 、 前 記
第 １ フ ィ ル タ の み を 有 効 位 置 に 位 置 さ せ る 状 態 と 、 前 記 第 ２ フ ィ ル タ の み を 前 記 有 効 位 置
に 位 置 さ せ る 状 態 と 、 前 記 第 １ 、 第 ２ フ ィ ル タ の 双 方 を 前 記 無 効 位 置 に 位 置 さ せ る 状 態 と
の ３ つ の 状 態 の 何 れ か １ つ の 状 態 を と る よ う に 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の
撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 １ １ 】 　 前 記 第 １ 、 第 ２ 、 第 ３ 検 知 器 は そ れ ぞ れ フ ォ ト イ ン タ ラ プ タ か ら 構 成
さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 撮 像 。
　 【 請 求 項 １ ２ 】 　 前 記 第 １ 検 知 器 は 前 記 第 １ フ ィ ル タ に 設 け ら れ た 第 １ 被 検 知 部 を 検 知
し 、 前 記 第 ２ 検 知 器 は 第 １ フ ィ ル タ に 設 け ら れ た 第 ２ 被 検 知 部 を 検 知 し 、 前 記 第 ３ 検 知 器
は 第 ２ フ ィ ル タ に 設 け ら れ た 第 ３ 被 検 知 部 を 検 知 す る よ う に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 す
る 請 求 項 １ １ 記 載 の 撮 像 。
　 【 請 求 項 １ ３ 】 　 前 記 第 １ 、 第 ２ フ ィ ル タ は 入 射 光 の 波 長 成 分 を 変 え る こ と な く 前 記 撮
像 素 子 に 到 達 す る 透 過 光 量 を 減 少 さ せ る よ う に 構 成 さ れ た Ｎ Ｄ フ ィ ル タ ー で 構 成 さ れ 、 前
記 第 １ 、 第 ２ フ ィ ル タ の Ｎ Ｄ フ ィ ル タ ー は 前 記 透 過 光 量 が 互 い に 異 な る よ う に 構 成 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 撮 像 。
　 【 請 求 項 １ ４ 】 前 記 光 路 上 に お い て 前 記 撮 像 素 子 の 前 方 に は 撮 影 レ ン ズ が 配 設 さ れ 、 前
記 フ ィ ル タ は 前 記 撮 影 レ ン ズ の 前 方 又 は 後 方 に 配 設 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
記 載 の 撮 像 装 置 。
　 【 請 求 項 １ ５ 】 前 記 撮 影 レ ン ズ は 撮 影 倍 率 が 増 減 可 能 な ズ ー ム レ ン ズ か ら 構 成 さ れ て い
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ 記 載 の 撮 像 装 置 。
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